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お問い合わせ前にご確認ください。
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「AGC長期生活サポートプラン」に加入するメリットは何ですか？

本制度は会社制度に合わせ、過不足の無い設計になっております。
会社と労働組合がベースの補償をしているため、団体割引の適用により少ない負担で補償を得られます。

Q3
A

いつまで保険金を受取れますか？
最長満65歳の誕生日（3年に満たない場合は最長3年）まで受取ることができます。ただし、アルコール依存、薬物依存等一
部の精神障害は補償の対象となりません。
◆所定の精神障害については、免責期間終了後、最長2年を限度に保険金をお受取りいただけます。

Q5
A

加入後、保険料は変わりますか？
保険期間（1年間）内の変更はありません。
保険料は性別・年齢および健康保険法に基づく標準報酬月額によって変動することがあります。更改時の（毎年1月1日）の年齢群に
応じて変わります。

Q6
A

加入プランの変更は、いつでも行うことができますか？
できません。
加入プランの変更は更改時（毎年1月1日）のみに行うことができます。（なお、更改手続きは毎年10月頃行います）
自動継続となっておりますので、変更手続きのお申し出の無い方は、前年と同内容での更新となります。

Q4
A

現在、既にかかっている病気は、保険金の支払いの対象になりますか？
この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約といいます。）の保険始期日から1年以内に就業障害になった場合、初年度
契約の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害については、保険金をお支払いすることができません。ただし、初年
度契約の保険始期の直前1年以内に被った病気やケガによる就業障害についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開
始した就業障害については、保険金のお支払対象となります。

Q2
A

A
他の保険（生命保険、医療保険、傷害保険）とどこが違うのですか？

死亡時に保障する生命保険、病気やケガの治療費を補償する医療保険・傷害保険は、日常生活費以外の突発的な出費に備えるための
ものです。一般的に、生命保険の保険金は一時金、医療保険・傷害保険の保険金は入院給付金で給付限度日数があります。AGC長期
生活サポートプランは、病気やケガで働けなくなったときに日常生活を維持していくための収入の一部を補償するものです。

このパンフレットは団体総合生活保険のAGC長期生活サポートプランの概
要をご紹介したものです。ご加入にあたっては必ず重要事項説明書をよく
お読みください。詳細は契約者である団体の代表者の方にお渡ししており
ます保険約款によりますが、ご不明の点がございましたら取扱代理店また
は引受保険会社にお問い合わせください。取扱代理店は引受保険会社との
代理店委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務
を行っております。従いまして、取扱代理店と有効に成立したご契約につき
ましては、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
この保険はAGC株式会社をご契約者とし、AGC株式会社従業員を被保険者

（保険の対象となる方）とする団体契約です。保険証券を請求する権利および
保険契約を解約する権利等は原則としてAGC株式会社が有します。

重要事項説明書(契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明)は、以下の
いずれかの方法によりご確認ください。 
a．QRコードからアクセス先に掲載の重要事項説明書または、

AGC保険マネジメント株式会社ホームページ
（URL:https://www.agim.co.jp/lp/group_gltd/)に掲載の重要事項説明書
（重要事項説明書は、印刷・保管されることをおすすめいたします。)

b．重要事項説明書の冊子(ご希望の場合は、株式会社アドバンテッジリスク
マネジメント（tel:0120-921-387）までご連絡ください。）

引受保険会社

取扱代理店【非幹事】株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

取扱代理店【幹事】AGC保険マネジメント株式会社　

〒153-0051 東京都目黒区上目黒2-1-1　中目黒GTタワー
URL https://www.armg.jp/

〒104-0041 東京都中央区新富2-15-5　RBM築地ビル
TEL 03-6222-6980 

東京海上日動火災保険株式会社 〒100-8107  東京都千代田区大手町一丁目５番１号
TEL 03-3285-1831

（担当課）マーケット戦略部　地域連携室
（ご連絡先）化学産業営業部　営業第1室

●前年同等プランで更新される方
※今年度の募集パンフレット等に記載の内容にて更新される方につきましては、特段のご加入手続き（加入依頼書のご提出等）
　は不要です。現在ご加入の方につきましては、申込期日までにご加入者の方から特段のお申出または保険会社からの連絡
　がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。

https://armgjykchv.amie-bot.com/helpbot/chat/DRV289

平日（月～金）10：00～16：00まで

■申込期日 ： 2023年10月31日（火）
■保険期間開始日 ： 2024年1月1日
■保険料支払い方法 ： 毎月の給与から引き去り（2024年3月給与より開始）
■申込方法（新規ご加入の方、変更を希望される方）
方法①：用紙「加入依頼書兼告知書」を提出する場合
一斉募集用資材に同封されているAGC保険マネジメント宛ての返信用封筒にてご提出
方法②：WEB手続きする場合
次のURLにアクセス、または右のQRコードからアクセスし、手続きしてください。
http://ezoo.jp/ds4/A0020272401
※同封の【WEB手続き案内文】をご参照ください。

必ず内容をご確認いただき、希望者は期日までに申し込み手続きをお願いいたします。

WEB手続きは
こちらから

大切なお知らせですので”必ず”パンフレットをご確認ください。

AGC長期生活サポートプラン

「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」を必ずご確認ください。

（団体総合生活保険）



本制度の詳しい内容は、こちらからご覧いただけます。

https://www.agim.co.jp/lp/gltd/

病気やケガで働けない状態が続く限り退職
後も65歳の誕生日まで補償が続きます。
（お支払い要件を満たしている場合に限ります。）
※65歳までの期間が3年に満たない場合には最長3年間
の補償
※精神障害てん補期間最長2年間

最長65歳の誕生日まで補償

●認知症・メンタル疾患補償特約（最長2年
の補償）
●妊娠に伴う身体障害補償特約（女性のみ）
●天災危険補償特約

特約も充実

就業障害の原因となる病気やケガの発生
は業務中・業務外・国内外問わず補償対象
です。（全員加入は業務外のみ補償します）

任意加入は業務中・業務外
に関わらず補償

入院中に限らず、通院・自宅療養・リハビリ
テーション中も、保険金支払い条件を満たして
いる限り補償対象です。

入院中だけでなく
自宅療養中も補償対象

プランのポイント

他の介護医療保険料控除と合算して所得税に
ついては最高40,000円、住民税については
最高28,000円が所得金額から控除されます。
また、マイストーリー支援の対象となります。
※マイストーリーは団体独自の福利厚生制度で、保険
料補助（支援金）です。

支払う保険料は年末調整、
マイストーリー支援の対象
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本制度を
より詳しく
知りたい方へ

MOVMOV

労働組合から組合員を対象に最大10%の補償を上乗せします。
全員加入Ⅰに労働組合から補償を上乗せします。
※非組合員の一般社員は、会社から同様に補償を上乗せします。

全員加入Ⅱ（組合拠出）

AGCから社員※を対象に最大10％の補償を行います。
傷病により働けなくなり、傷病手当金を受給終了してもなお働けない場合に、健保の標準報酬
月額の最大10%の収入を補償します。
この補償は働くことが出来ない場合や、障害によって仕事に制限があり、所得が減少している場
合に、所得の減少に応じて、最長65歳の誕生日迄給付されます。
※一般社員・役職者・エルダースタッフ・エルダーパートナー

全員加入Ⅰ（会社拠出）

個人のライフプランに合わせて補償を設計できます。
全員加入に上乗せする形で、3つのプランから必要な補償を選んでいただけます。団体割引なども
あり割安な保険料で加入する事ができます。
＊保険料は、保険の対象となる方ご本人の年齢（団体契約の始期日時点の年齢をいいます。）、性別お
よび健康保険法に基づく標準報酬月額によって異なりますので、加入依頼書をご確認いただき、ご不
明な点や詳細につきましては代理店にお問い合わせください。

※1 上記の図は制度を分かりやすくするためのイメージ図です。
※2 公的給付を控除して保険金が支払われます。（公的給付は健保の傷病手当金・障害基礎年金・障害厚生年金・労災の休業（補償）給付等が該当します）
※3 各給付割合は就業障害発生時点の【健保の標準報酬月額】（=支払基礎所得額といいます）に乗じます。
◆保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。

任意加入（本人拠出）

AGC長期生活サポートプランは
病気やケガで働けなくなった時の
生活を守る制度です。

収入がなくなっても支出はとまりません!収入がなくなっても支出はとまりません!

＋
「令和4年家計調査結果(家計収支編)」(総務省統計局)
「令和4年住宅市場動向調査（国土交通省）
全国賃貸管理ビジネス協会『全国家賃動向』 2023年3月版

●月々の支出例

医療費 入院費・治療費

生活費
食　費 光熱・水道費

住宅ローン・家賃など

約80,502円 約24,421円

約75,905円約75,905円

約24,421円約80,502円
月々
平均額

月々にかかる平均支出額　約23万円約23万円
お子さまの教育費

約47,863円約47,863円

<出展>

それに加えて・・・

今までの制度
3年以上の長期にわたり病気やケガで働けなくなってしまい、退職後に収入が
途絶えると、生活を維持するのが難しくなってしまいます。

皆さまが安心していきいきと活躍できるように、
“AGC長期生活サポートプラン”を導入しています。
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標準報酬月額の最大10%補償※3

Aプラン 
標準報酬月額の最大60%補償※3

Bプラン 
標準報酬月額の最大40%補償※3

Cプラン 
標準報酬月額の最大20%補償※3

全員加入II全員加入II

標準報酬月額の最大10%補償※3全員加入I全員加入I
就業障害発生

免責期間
傷病手当金
受給終了迄

補償期間：最長65歳の誕生日迄 (65歳迄3年に満たない場合は最長3年)
                所定の精神疾患は最長2年間

任意加入任意加入 本人拠出
＊給与天引き

組合拠出

会社拠出

AGC
健保
傷病
手当金
標準報酬
月額の
82.6%
3年間

傷病手当金
受給終了

受取保険金の計算※2
保険金＝(支払基礎所得額※3× 所得喪失率 ー 公的給付金額) × 約定給付率

満65歳の
誕生日迄

本制度の補償図※１
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■保険料支払い方法 ： 毎月の給与から引き去り（2024年3月給与より開始）
■申込方法（新規ご加入の方、変更を希望される方）
方法①：用紙「加入依頼書兼告知書」を提出する場合
一斉募集用資材に同封されているAGC保険マネジメント宛ての返信用封筒にてご提出
方法②：WEB手続きする場合
次のURLにアクセス、または右のQRコードからアクセスし、手続きしてください。
http://ezoo.jp/ds4/A0020272401
※同封の【WEB手続き案内文】をご参照ください。

必ず内容をご確認いただき、希望者は期日までに申し込み手続きをお願いいたします。

WEB手続きは
こちらから

大切なお知らせですので”必ず”パンフレットをご確認ください。

AGC長期生活サポートプラン

「重要事項説明書」「ご加入内容確認事項（意向確認事項）」を必ずご確認ください。

（団体総合生活保険）
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・電話介護相談 ：午前9時～午後5時
・各種サービス優待紹介 ：午前9時～午後5時

・法律相談 ：午前10時～午後6時
・税務相談 ：午後2時～午後4時
・社会保険に関する相談 ：午前10時～午後6時
・暮らしの情報提供 ：午前10時～午後4時

午前9時～午後9時

23年4月作成　23T-000083　

ケアマネジャー・社会福祉士・看護師等が、公的介護保険制度の内容や利用手続き、介護サービスの種類や特徴、介護
施設の入所手続き、認知症への対処法といった介護に関するご相談に電話でお応えします。
認知症のご不安に対しては、医師の監修を受けた「もの忘れチェックプログラム*1」をご利用いただくことも可能です。
*1　お電話でいくつかのアンケートにお答えいただき、その回答結果に基づいて、受診のおすすめや専門医療機関のご案内等を行

います。

•ご相談のご利用は、保険期間中（認知症介護電話相談については、てん補期間中も含みます。）にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に至るまで保険契約が継続して
いる場合に限ります。
•ご相談の対象は、ご契約者、ご加入者および保険の対象となる方（法人は除きます。）、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方（以下サービス対象者といいます。）のうち、
いずれかの方に日本国内で発生した身の回りの事象（事業活動等を除きます。）とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。
•一部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。
•各サービスは、東京海上日動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。
•メディカルアシスト、介護アシスト、メンタルヘルスサポートの電話相談および認知症アシストは医療行為を行うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された
場合の費用はお客様のご負担となります。

*1　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。
*2　６親等以内の血族または３親等以内の姻族をいいます。


